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平成２１年６月２３日

財団法人山梨県環境整備事業団

廃棄物とは・・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条

環境省課長通知（Ｈ１７．８．１２）

産業廃棄物

一般廃棄物

処理責任は、廃棄物を排出する事業者

処理責任は、管轄市町村

廃棄物の種類 排出元の業種等 条件等

１ 燃えがら

２ 汚泥

３ 廃油

４ 廃酸

５ 廃アルカリ

６ 廃プラスチック類

７ ゴムくず

８ 金属くず

９ ガラス・コンクリート及
び陶磁器くず

がれき類を除く

１０ 紙くず 建設業、パルプ・紙（紙製品）製造業、新聞業、
出版業、製本業、印刷物加工業

１１ 木くず 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸
入木材卸売業、リース業、貨物流通用パレット

１２ 繊維くず 建設業、繊維工業

１３ 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業 原料として利用した固形状の丌要物

１４ 動物性固形丌要物 と畜場、食鳥処理場 獣畜および食兆に係る固形状の丌要物

１５ 鉱さい

１６ がれき類 工作物の新築、改築または除去

１７ 動物のふん尿 畜産農業

１８ 動物の死体 畜産農業

１９ ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設または
廃棄物焼却施設

集じん機で集められたものに限る

２０ １～１９を処理したもの １～１９に該当しないもの
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家庭ごみ

【日常生活から排出されるもの】

資源ごみ

【リサイクルが可能なもの】

オフィスゴミ

【会社などで排出されるもので、
産業廃棄物に該当しないもの】

し尿

【浄化槽・くみ取りトイレ】

非・産業廃棄物

【事業活動に伴って排出されたが、
産業廃棄物にならないもの】

自然発生ごみ

【落ち葉、流木、野生動物】

ごみ処理施設の処理物

【破砕ごみ、焼却灰】

特別管理産業廃棄物

特別管理一般廃棄物

法律上は“収集運搬”と“処分”に区分

廃棄物を集め、処分先まで運搬すること

廃棄物に物理的・化学的な処理を行ない、
安定化・減容化・資源化・無害化すること

一時保管や分別行為も収集運搬
に含まれる

最終処分（埋立）も含まれる
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安定型埋立

廃棄物処理法では、廃棄物の性状に応じて、３種類の埋立方法を規定

地中でも安定しているとされる５種類の産業廃棄物のみの埋立方法
素掘りの穴に、廃棄物を投入して埋め立てる方法

遮断型埋立

有害物質が一定量以上溶出してしまう産業廃棄物を埋め立てる処分場
公共用水域・地下水から完全に遮断された区画を設ける必要あり

管理型埋立

一般廃棄物（全て）および産業廃棄物を埋め立てる処分場
廃棄物から排出される汚水を遮水し、浄化して放流する必要あり

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなけれ
ばならない
事業者は、自らその産業廃棄物を処理するとき
には、産業廃棄物処理基準に従わなければなら
ない
事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託
する場合は、許可業者等に委託しなければなら
ない
事業者は、その産業廃棄物を委託する場合には、
委託基準に従わなければならない


